
 ２．ストレスチェック制度の創設  ※前回法案から修正 

【ストレスチェック制度の概要】 

○精神障害の労災認定件数が３年連続で過去最高を更新するなど増加（21年度:234→22年度:308 →23年度:325 →24年度:475） 

○労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査（ストレスチェック）の実施
を事業者に義務づける。ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする。 

○ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師によ
る面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短
縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。 

○国は、ストレスチェックを行う医師、保健師等に対する研修の充実・強化、労働者に対する相談・情報提
供体制の整備に努めるものとする。 
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※申出を理由とする不利益取扱を禁止 


